
太子町斑鳩地区歴史的景観形成地区自己評価書（指定地区全域）
(西国景観通り、ふるさと景観通り、参道景観通りに面するものを除く)

(1)地区の目標
・宿場町の景観の維持・保存

・門前町・宿場町の景観の維持・創造
・周辺中心市街地の都市景観に調和した「和のまち」の実現
	ﾁｪｯｸ欄

	


(2)区域の目標
西国景観通り、ふるさと景観通り及び参道景観通りと地区外との急激な景観の変化を緩和するため建築物の形態・意匠、色彩等に配慮する。

(3)項目別基準

	項目
	基準
	ﾁｪｯｸ欄
	景観への配慮事項

	建　　築　　物
	高さ
	階数は原則として３階以下とする。やむを得ず４階建てとする場合は、通りからの景観に配慮した建築物の配置及び意匠とする。
	
	

	
	屋根

	勾配屋根を基本とする。
	
	

	
	
	黒ないし灰色又はこれに近い色彩の仕上げとする。全色相、明度５以下、彩度１以下とし、無彩色の場合は、明度６以下とする。ただし、自然素材を用いる場合はこの限りでない。
	
	

	
	外壁
	白ないし灰色又は茶系統の落ち着いた色彩とする。
	
	

	
	
	色相はＹＲ（橙）系及びＹ（黄）系の５Ｙまでとし、明度８以下、彩度４以下又は無彩色とする。
	
	

	
	建具
	建具は周囲と調和した落ち着きのある色彩とする。
	
	

	
	外構
	門、塀を設置する場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。
	
	

	
	
	生垣、花壇等沿道の緑化に努める。ただし、町家等で壁面位置が街道からセットバックしていない場合はこの限りでない。
	
	

	
	建築設

備等

	空調機（室外機、ダクト類等）は、できるだけ通りから見えにくい場所に設置する。
	
	

	
	
	屋上設備は設置しない｡やむを得ず設置する場合は、できるだけ目立たない意匠及び色彩とし、通りから見えにくい場所に設置する｡
	
	

	
	掲出物
	できるだけ数を少なくし、意匠及び色彩に配慮する。
	
	

	工作物
	突出感、違和感を周囲に与えないような意匠とする。
	
	

	
	基調となる色彩は、建築物の基準に準ずる。
	
	


